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○ 障

利

れ

約

 

 

１章 障

計画策

的な動向) 

国連は１９

障害者の「

1)障害者の

2)就労の機

3)日常生活

4)社会参加

5)国際障害

これを受け

983年か

が障害者施

障害者の人

利に関する条

れ、日本政府

約」に署名

障害者の

障

の

及

促

障害者計画

策定の背景

８１年を

「完全参加と

の身体的、

機会保障 

活への参加

加権の周知

害者年の目

て1982

から1992

施策に計画的

人権と基本的

条約」が２

府は２００

しました。

の権利に関す

害者の固有

参加等を一

び基本的自

進するため

画について

景 

「国際障害

と平等」を

精神的な社

の促進 

徹底のため

的の実施の

年に「障害

年までの

的に取り組

的自由の完

２００６年(

０７年(平成

 

する条約 

有の尊厳、

一般原則と

自由につい

めの措置を

て 

害者年」に指

をテーマとし

社会適合の

めの社会教

のための措

者に関する

10年間を

組むことにな

完全な実現を

(平成１８年

成１９年)９

個人の自律

して規定し

て定めた上

締約国がと

 

 

 

 

(2 ページ

指定しまし

して次の内

の援助 

教育と情報の

措置と方法の

る世界行動

を「国連・障

なりました

を確保し、

年)１２月に

９月２８日に

律及び自立

し、障害者

上で、この

とること等

ジ)

した。 

内容が決議さ

の提供 

の確立 

計画」が国

障害者の十

た。 

促進する

に、第６１

に、「障害

立、差別され

者に保障され

の人権及び基

等を定めてい

されました

連総会で決

十年」と宣言

ために「障

回国連総会

者の権利に

れないこと

れるべき個

基本的自由

いる。 

 

た。 

決議され、

言し、各国

障害者の権

会で採択さ

に関する条

と、社会へ

個々の人権

由を確保し

権

さ

条
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身

保

別

 

○ 一

間

 

○ 平

し

付

 

○ 障

そ

て

と

 

○ 平

ー

た

 

○ こ

域

障

 

 

 

 

 

 

 

の動き) 

我が国の障害

身体障害者

保健福祉法

別に定めら

一方、障害

間の格差や

平成５年１

した。この

付けられま

障害者基本

その尊厳に

て社会、経

とする」と

平成１５年

ービスを選

た。 

これまで障

域生活支援

障害者自立

害福祉は、

者福祉法(昭和

法(精神保健

れた法律に

害の種別や分

や制度と制度

２月に心身

の改正により

した。 

本法の基本理

にふさわしい

経済、文化そ

規定されま

年４月から支

選択し、事業

障害別に進め

援の一層の充

立支援法が制

障害者の

和２４年１

健及び精神障

によって福

分野ごとの

度の間に埋

身障害者対

り、精神障

理念として

い処遇を保

その他あら

ました。 

支援費制度

業者との契

められてき

充実が求め

制定され、

自立と社会

１２月)、知

障害者福祉

福祉サービス

の福祉サービ

埋もれてしま

対策基本法が

障害が身体障

て、すべての

保障される権

らゆる分野の

度が施行され

契約により、

きた制度によ

められるよう

平成１８年

(3ページ

会経済活動

知的障害者福

祉に関する法

スの整備・

ビスが進め

まう状況が

が改正され

障害や知的

の障害者は

権利を有し

の活動に参

れました。

、サービス

よる制度間

うになり、

年４月から

ジ)

への参加の

福祉法(昭和

法律:昭和２

拡充が図ら

められる中

が発生しまし

れ、障害者基

的障害と並

は「個人の尊

し」、「社会

参加する機

これによ

スを利用す

間の格差の是

これらの

ら段階的に施

の促進を目

和３５年３

２５年５月

られてきま

で、それぞ

した。 

基本法が制

んで法の対

尊厳が重ん

を構成する

会を与えら

り、利用者

る制度が実

是正や、障

課題に対応

施行されま

 

的として、

３月)、精神

)等の障害

ました。 

ぞれの制度

制定されま

対象に位置

んぜられ、

る一員とし

られるもの

者が自らサ

実現しまし

障害者の地

応する形で

ました。 

神

害

度

ま

置

し

の

サ

し

地

で
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葉県の動き)

障害のある

対する配慮

ます。 

平成１９年

人もない人

や合理的配

しやすい社

応援する仕

県では、平

千葉県障害

) 

る人は、誤解

慮が十分でな

年７月、県で

人も共に暮ら

配慮の欠如な

社会づくりを

仕組みづくり

平成２１年度

害者計画」を

解や偏見に

ないために

では障害の

らしやすい

などの差別

を議論する

りを進めて

度から平成

を策定し、

により障害を

に日常生活の

のある人に対

い千葉県づく

別に対して、

る仕組みづく

ています。

成２６年度ま

障害者施策

(4ページ

を理由に不

の様々な場

対する差別

くり条例」

、相談解決

くり、障害

までの６年

策に取り組

ジ)

不利な扱い

場面で暮ら

別をなくす

を制定し、

決の仕組み

害のある人

年間を計画期

組んでいます

を受けたり

しにくさを

ために「障

、不利益な

づくり、誰

に優しい取

期間とする

す。 

 

り、障害に

を感じてい

障害のある

な取り扱い

誰もが暮ら

取り組みを

る「第四次

に

い

る

を
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合

基

  平

れ

当

校

業

き

団

 

○ 平

就

あ

に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉市の動き)

佐倉市では

まちに出よ

合的に推進

基本的な考

平成２２年

れに続く新

当事者団体

校、医療機

業安定所、

きました。

団体から障

平成１９年

就労部会、

ある人が自

による定期

) 

は、平成１０

よう 風を受

進しています

考え方や方向

年度で「佐倉

新たな計画を

体、社会福祉

機関、学識経

千葉県印旛

また、障害

障害者の置か

年１０月に

療育支援

立した日常

的な協議を

０年３月に

受けよう

す。この計

向性を明確

倉市障害者

を策定する

祉事業者、

経験者、民

旛健康福祉

害者・家族

かれた現状

「佐倉市障

・教育部会

常生活や社

を進めてい

に「佐倉市障

空を見よう

計画は障害者

確化するため

計画(第３次

るため「佐倉

ボランティ

民生委員・児

祉センター、

族団体及び社

状と課題につ

障害者自立支

会、啓発・権

社会生活を営

いきます。

(5ページ

障害者計画

う～」を策

者基本法に

めの計画で

次改訂版)」

倉市障害者

ィア団体、

児童委員、

、公募によ

社会福祉事

ついてヒア

支援協議会

権利擁護部

営むことが

ジ)

画 自立支援

策定し、佐

に基づき、

です。 

」が終期を

者計画策定

社会福祉

商工会議所

よる市民に

事業者団体、

アリングを行

会」を設置

部会、精神

ができるよ

援さくらプ

倉市の福祉

障害者施策

を迎えるにあ

懇話会」を

協議会、特

所代表、成

より、議論

、公共機関

行いました

し、生活支

部会を設け

う、障害福

 

プラン ～

祉施策を総

策に関する

あたり、こ

を設置し、

特別支援学

成田公共職

論を重ねて

関等、１７

た。 

支援部会、

け、障害の

福祉関係者

～

総

る

こ

学

職

て

の

者
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これ

られ

「障

の視

 

現在

対象

す。

 

この

者計

見を

次改

ける

計画策定

れまでの障

れてきまし

障害は個人

視点に立っ

在、国では

象外となっ

。 

のように、

計画策定懇

を聞きなが

改訂版)」を

るまちづく

定の趣旨 

障害者に対す

したが、20

人にあるので

った考え方に

は、障害者福

ってしまう人

障害者をと

懇話会」を設

がら議論を進

を策定し、

くりを目指し

する施策は

006年に国

ではなく社

に大きく変

福祉の分野

人たちへの

とりまく社

設置し、障

進め、「佐倉

障害のある

します。

は、障害者

国連で「障害

社会環境の不

変わろうと

野でも、障害

の対応など、

社会が急速

障害者団体や

倉市障害者

る人が障害

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6 ページ

に対する支

害者権利条

不備に多く

しています

害の概念、

、大幅な制

に変化する

や障害に関

者計画 とも

のない人と

ジ)

支援という

条約」が採択

くの原因が

す。 

制度間の

制度の見直

る中で、佐

関係する団

もに生きる

と同じよう

福祉的な観

択されたこ

ある」とい

格差是正や

しが進めら

倉市は「佐

体・機関か

るさくらプ

に地域で暮

 

観点で考え

とにより、

いう障害者

や、制度の

られていま

佐倉市障害

から広く意

ラン(第 4

暮らしてい

え

者

の

ま

害

意

4
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(障害

○ 国

な

(法

 

○ 都

(法

 

○ 市

構

て

(法

 

(佐倉

○ 佐

構

本

 

○ 佐

横

条

 

○ 佐

増

４

次

 

○ 佐

域

 

計画策定

害者基本法

国は、障害

な推進を図

法9条第

都道府県は

「都道府県

法9条第2

市町村は国

構想に即し

ています。

法9条第3

倉市障害者

佐倉市障害

構想があり

本的な計画

佐倉市地域

横断的な視

条) 

佐倉市の健

増進計画「

４次改訂版

次世代育成

佐倉市障害

域福祉計画

定の位置

法から見た

害者の福祉に

るため、「障

1項) 

は、国の障害

県障害者計画

2項) 

国の障害者基

し、障害者の

 

3項) 

者計画の位

害者計画の上

ます。佐倉

画です。 

域福祉計画は

視点から地域

健康福祉分野

健康さくら

版)、佐倉市

成支援行動計

害者計画は、

画の障害部門

付け 

障害者計画

に関する施

障害者基本

害者基本計

画」を策定

基本計画と

の状況を踏

置付け) 

上位計画と

倉市障害者

は、佐倉市

域福祉を推

野の計画と

ら21」、佐

障害福祉計

計画があり

、佐倉市の

門計画に位

画の位置付

施策と障害の

本計画」を

画を基本と

定することに

と都道府県障

踏まえ、「市

として、地方

者計画は、基

市の健康福祉

推進していく

として、佐倉

佐倉市障害者

計画、第４

ます。 

の健康・福祉

位置付けられ

(7ページ

付け) 

の予防に関

策定するこ

とするとと

になってい

障害者計画

町村障害者

方自治法第

基本構想に

祉分野の計

くための計

倉市福祉の

者計画「と

期佐倉市高

祉分野の計

れます。 

ジ)

関する施策

ことになっ

もに、障害

います。 

画を基本と

者計画」を

第２条第４項

に即した障

計画におけ

計画です。(

のまちづく

ともに生きる

高齢者福祉

計画のひと

の総合的か

ています。

害者の状況

するととも

策定するこ

項の規定に

害に関する

る共通理念

(社会福祉法

り計画、佐

るさくらプ

祉・介護計画

つであり、

 

かつ計画的

 

況を踏まえ、

もに、基本

ことになっ

による基本

る施策の基

念を定め、

法第１０７

佐倉市健康

プラン」(第

画、佐倉市

佐倉市地

的

本

本

基

康

第

市

地
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佐
倉
市
障
害
福
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支
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障害

「身

に相

 

しか

なく

県の

佐倉

ます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の

害者計画の

身体障害、

相当な制限

かし、国連

く社会にあ

の「障害の

倉市の障害

す。 

の対象者 

の対象者であ

知的障害、

限を受ける者

連で「障害者

ある」という

のある人もな

害者計画の対

ある「障害

、又は精神

者」とされ

者権利条約

う障害者の

ない人も共

対象者は、

害のある人」

神障害がある

れています。

約」が採択さ

の視点に立

共に暮らしや

「障害のあ

(9ページ

」とは、障

るため、継

。 

され、世の

った考え方

やすい千葉

ある人とそれ

ジ) 

障害者基本

継続的に日

の中の情勢

方に変わっ

葉県づくり

れを取り巻

法第２条に

常生活又は

が「障害は

てきたこと

条例」の理

巻く社会全体

に規定する

は社会生活

は個人では

とや、千葉

理念から、

体」と考え

る

活

は

葉

え



  

５ 計

 

○ 第

期

 

○ 佐

後

 

○ 佐

２

 

 

表１ 

 

佐

倉

市

総

合

計

画 

地域

障 害

障 害

 

計画の期

第４次佐倉

期間として

佐倉市総合

後半の５年

佐倉市障害

２７年度ま

計画の期

基本構想

基本計画

域福祉計画 

害 者 計 画

福 祉 計 画

期間 

倉市総合計画

ています。 

合計画の１０

年間を後期計

害者計画の計

での５年間

間 

23年

想 

  

画 

 

 

画 
 

画 
 

第 2期計

第４次

画は平成２

０年間の計

計画として

計画期間は

間とします

年度 24

 

 

 

 

第

佐倉

計画 

次佐倉市総合

２３年度から

計画期間のう

て位置づけて

は、前期基本

す。 

4年度 2

 

 

 

 

(10 ペー

第２次佐倉市

倉市障害者計

第３期佐倉

合計画(基本構

前期基

ら平成３２

うち、前半

ています。

本計画に合

25年度 2

 

ージ) 

市地域福祉計

計画第４次改

倉市障害福祉

構想) 平成 2

基本計画 

２年度まで

の５年間を

 

合わせて平

26年度

 
計画 

改訂版 

祉計画

23年度から

の１０年間

を前期基本

成２３年度

27年度 

 

 

 

 

 

ら 10年間 

間を計画の

本計画とし、

度から平成

28年度～

３２年度

 

 

 

 

 

後期計画

の

成

～

度 



  

第2

 １ 

 

(1)位

本

中央

距離

東に

へは

印旛

は平

５９

本

る台

その

どが

標高

端部

てい

交

よそ

市内

駅と

一

都心

が市

 

 

 

 

 

 

章 障害

佐倉市

置・地勢 

本市は、千

央に位置し

離にありま

に１５Km

は、南西に

旛沼が広が

平成２２年

９K㎡です

本市の市域

台地、傾斜

の間を鹿島

が流れ、印

高３０m前

部に位置す

います。 

交通は、京成

そ６０分、成

内には新交

と住宅地を

一方、道路状

心や成田国

市内を走る

害者を取り

市の特性 

千葉県北部、

し、都心から

ます。成田国

、県庁所在

に２０Km、

がります。市

年３月末現

す。 

域は、印旛沼

斜地からなっ

島川や高崎川

印旛沼に注

前後の下総

する佐倉城跡

成電鉄、J

成田国際空

交通システム

を結ぶ市民の

状況は市の

国際空港への

主要な幹線

り巻く現状

、下総台地

ら４０Km

国際空港へ

在地の千葉

市北部に

市の行政面

在、１０３

沼の南に広

っており、

川、小竹川

いでいます

台地は、北

跡、印旛沼

R総武本線

空港と千葉へ

ムによる山

の足となっ

の南部に東関

の大動脈と

線道路とな

状と課題

地の 

の

へは

葉市

には

面積

３．

広が

 

川な    

す。 

北から南へ

沼周辺、南部

線・成田線

へは、それ

山万ユーカ

ています。

関東自動車

となっていま

なっています

(11ペー

   佐

向かうほど

部の農村地

が市の東西

れぞれ２０分

リが丘線が

 

車道路佐倉イ

ます。また

す。 

ージ)

佐倉市の位置

ど徐々に高

地帯などは豊

西を貫き、

分でアクセ

が運行し、バ

インターチ

た、国道５

置図 

高くなります

豊かな自然

東京都心ま

セスできます

バス路線と

チェンジがあ

１号や国道

す。台地の

然に恵まれ

までは、お

す。また、

とともに各

あり、東京

道２９６号

 

の

れ

お

各

京

号



  
  

 

 

(２)沿

 本市

候に恵

います

 鎌倉

葉氏や

 西暦

土井利

を中心

しまし

 幕末

睦、佐

る西村

連隊(そ

いに賑

 戦後

村・和

町(当時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿革 

市の周辺は

恵まれてい

す。 

倉・室町時

や原氏など

暦１５９０

利勝によっ

心とした地

した。 

末から明治

佐倉順天堂

村茂樹や津

その後の第

賑わいをみ

後の復興期

和田村の６

時)の一部が

は、印旛沼及

います。この

時代には、市

が市域周辺

年以降は関

て佐倉城が

地域では商業

治にかけては

堂を開いた蘭

津田仙など、

第５７連隊)

みせました。

期を経て、昭

町村の合併

が編入され

及びその周

のため、旧

市内に臼井

辺を支配し

関東に入っ

が築かれ、

業が発達し

は、日米修

蘭医の佐藤

、数多くの

)が佐倉城跡

 

昭和２９年

併により、

れ、現在に至

周辺河川がも

旧石器時代に

井城や岩富城

していました

った徳川家康

城下町と

し、また、街

修好通商条約

藤泰然、洋画

の人材が佐倉

跡に置かれ

年３月に、佐

佐倉市が誕

至っていま

(12ペー

もたらす水

に人々が活

城が築城さ

た。 

康の支配す

しての機能

街道筋の臼

約締結交渉

画家の浅井

倉から輩出

れたことか

佐倉町・臼

誕生しまし

ます。 

ージ)

水利の良さ

活動し、多

されました

するところ

能も整備され

臼井や馬渡

渉の幕府側

井忠、日本

出されまし

ら、佐倉は

臼井町・志津

した。その後

と、比較的

くの遺跡が

。戦国時代

となり、そ

れました。

は宿場町と

責任者であ

の教育の先

た。また、

は連隊の街と

津村・根郷

後、旭村及

的温暖な気

が分布して

代には、千

その重臣の

佐倉新町

として発展

ある堀田正

先駆者であ

歩兵第２

としても大

郷村・弥富

及び四街道

 

気

て

千

の

町

展

正

あ

大

富

道



  

 2 

 

(1)人

  平

１０

と、

一

７０

１０

  平

１４

てい

     

平 

高齢者

生産年

年少

総人口

 

 

 

20
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140

160

180

200

佐倉市の

口の推移 

平成２２年

０年前の平

微かなが

一方、高齢

０５人増加

０年前と比

平成２２年

４歳)が１２

います。 

       

成 13

者人口 22,

年齢人口 127,

少人口 24,

口(人) 174,

24,27

127,3

22,42

0

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

平成1

の人口 

年３月末現在

平成１３年３

がら増加して

齢者人口(65

しています

比較すると１

年３月末現在

２．４％、

 佐倉市の

3 14 

423 23,896

378 126,962

277 23,766

078 174,624

77 23,766

378 126,962

23 23,896

13 14

年少人

在の佐倉市

３月末の時

ています。

5 歳以上)は

す。また、生

１１，３７

在の佐倉市

生産年齢人

の年齢別(３区

15 

6 25,372

2 126,235

6 23,426

4 175,033

23,426 23

126,235 125

25,372 26

15

口 生産年

市の人口(住

時点と比較す

 

は３８，１

生産年齢人口

２人減少し

市の年齢別(

人口が６５

区分)人口の推

16 

26,710 2

125,767 12

23,096 2

175,573 17

(13 ペー

3,096 22,64

5,767 124,38

6,710 28,08

16 17

年齢人口

民基本台帳

すると、１

２８人で、

口(１５～６

しています

(３区分)人

．９％、高

推移  資料

17 18

8,087 29,9

4,388 122,7

2,643 22,3

5,118 174,9

ージ)

3 22,315

88 122,738 1

7 29,931

18

高齢者人口

帳による)は

，８３６

、１０年前

６４歳)は１

す。 

人口の構成比

高齢者人口

料:住民基本台帳

19 

31 32,034 

38 120,963 

15 22,129 

84 175,126 

22,129 21,9

120,963 119,

32,034 34,0

19 2

口 (単位：

は１７５，９

人 １．０

前と比較す

１１６，００

比は、年少

が２１．７

帳人口(各年３

20 

34,024 

119,136 1

21,974 

175,134 1

974 21,949

,136 117,326

024 36,326

20 21

人)

９１４人で

０４％の増

ると１５，

０６人で、

少人口(０～

７％となっ

３月末現在)

21 2

36,326 38

17,326 116

21,949 21

75,601 175

 

9 21,780

6 116,006

6 38,128

22年

で、

増

～

 

2 

,128

,006

,780

,914



  

 ３ 

 

(1)障

  平

で、

の増

てい

５８

  平

０％

     

平 

身体障

知的障

精神障

合 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

障害者

害の種別人

平成２２年

１０年前

増となって

います。精

８人の増と

平成２２年

％と最も高

       

成 13

障害者 3,

障害者 

障害者 

計 3,

128
461

3,122

0

0

0

0

0

0

0

平成13

者の状況 

人口の推移

年３月末現在

前の平成１３

ています。こ

精神障害者保

、著しく増

年３月末現在

高く、知的障

      

3 14 

122 3,323

461 493

128 137

711 3,953

137
493

3,323 3

14

精神障

 

在の佐倉市

３年３月末

この増加率

保健福祉手

増加してい

在の佐倉市

障害が１３

 障害の種

15 

3 3,443

3 502

7 189

3 4,134

189 239
502 514

3,443 3,68

15 16

障害者 知

市の各種障害

末の時点と比

率は、佐倉市

手帳の所持者

います。 

市の障害の種

．５％、精

別人口の推

16 1

3,686 3

514

239

4,439 4

 

(14 ペー

9 307
4 567

86
3,869

6 17

知的障害者

害者手帳の

比較すると

市民全体の

者数は５８

種別人口の

精神障害が

推移      

17 18

3,869 3,71

567 57

307 34

4,743 4,63

ージ)

345
575

3,711 3

18

身体障害者

の所持者の総

と、１，４

の増加率よ

８６人で、

の構成比は、

が１１．４％

各種手帳所

19 

1 3,625 

5 595 

45 400 

1 4,620 

400 43
595 62

3,625 3,4

19 20

者 (単位:

総数は５，

２３人 ３

りも遥かに

１０年前と

、身体障害

％となって

所持者数(各年

20 

3,488 3

623 

430 

4,541 4

30 483
23 652

88 3,660

0 21

人)

１３４人

３８．３％

に高くなっ

と比べて４

害が７５．

ています。

年３月末現在)

21 22

3,660 3,85

652 69

483 58

4,795 5,13

 

586

695

3,853

22年

人

％

 

53

95

86

34



  
 (2)身

  平

その

歳以

り障

 

  障

続い

    

視覚

 

身体障害の

平成２２年

の内１８歳

以上が２，

障害になる

18 歳未満

障害の種別

いて内部障

       

覚障害 

２７１人 

63

状況 

年３月末現在

歳未満が８３

４３８人い

る場合が多く

 

８３人 

による構成

障害が１，１

     障害

聴覚・平衡 

機能障害 

３１１人

3.2%

28.9%

在の佐倉市

３人、１８

います。身

く、１８歳

年齢別身体

18～65 歳未

１，３

成比は、肢

１１４人(２

害の種別身体

音声

そしゃく機

人 

2.

市の身体障害

～６５歳未

身体障害のあ

歳以上の方が

体障害者手帳

未満 

３３２人

肢体不自由が

２８．９％

体障害者手帳

・言語・ 

機能障害

４８人

 

(15 ペー

.2%

7.0%
8

害者手帳の

未満(生産年

ある人は、

が大部分(９

帳所持者数

65 歳以

２

が２，１０

)となってい

帳所持者数

肢体不自由

２，１０９

ージ)

34.6%

8.1%
1.2%

54.7%

の所持者数

年齢人口)が

人生の途

９７．８％

     (平

以上  

２，４３８人

０９人(５４

います。 

      (平

由 内部

人 １，

%

は３，８５

が１，３３２

中で事故や

)を占めて

平成２２年３月

合 計

３

４．７％)で

平成２２年３月

障害 

１１４人 

18歳
18～
65歳

視覚障害

聴覚・平

機能障害

音声・言

そしゃく

肢体不自

内部障害

５３人で、

２人、６５

や疾病によ

います。

月末現在) 

計 

３，８５３人

最も多く、

月末現在) 

合 計 

３，８５３人

 

歳未満

～65歳未満
歳以上

害

平衡

害

言語・

機能障害

由

害

よ

 



  
 (3)知

  平

８歳

 

 

  ま

１)が

です

 

知的障害の

平成２２年

歳未満が１

１８歳

また、障害

が２１７人

す。 

軽

72.9

状況 

年３月末現在

８８人(２

歳未満 

１８８

程度別に分

人(３１．２

軽度 

２２５人

9%

36.4%

在の佐倉市

７．１％)、

年齢別療育

８人 

分類すると

２％)、重度

障害程度

中

人 

市の療育手帳

、１８歳以

育手帳所持

１８歳以上

、軽度(Bの

(マルA、A

度別療育手帳

中度 

２１７人

 

 

 

(16 ペー

31

帳の所持者

以上が５０

者数     

上 

５０７人

の２)が２２

Aの１、A

帳所持者数

重度

ージ)

27.1%

3

1.2%

者数は、６

７人(７２．

 (平成２２

合

２５人(３２

Aの２)が２

     (平

度 

２５３人

32.4%

９５人で、

９％)です

年３月末現在

合計 

６９

２．４％)、

２５３人(３

成２２年３月

合計

その内１

す。 

在) 

９５人

中度(Bの

３６．４％)

末現在) 

計 

６９５人

 

１８歳未満

１８歳以上

軽度

中度

重度

 

の

 

満

上

度

度

度



  
 (４)精

  平

で、

０人

 

精神

制度が

は、１

近い数

  

 

1
1
1
1
1

精神障害の

平成２２年

その内１

人(２５．６

１級 

神障害には

があります

１，６５１

数値となっ

       

手

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

の状況 

年３月末現在

級が９８人

６％)です。

障害

９８人 

は精神障害者

す。平成２２

人です。精

ています。

        

手帳所持者数

2

手

在の佐倉市

人(１６．７

 

程度別精神

２級

者保健福祉

２年３月末現

精神障害者

 

       

数 

５８６人

25.6%

586

帳所持者数

市の精神障害

７％)、２級

神障害者保健

３３８人

祉手帳と佐

現在の佐倉

者保健福祉手

       

自立支

人

 

 

(17 ペー

害者保健福

級が３３８人

健福祉手帳所

３級

倉市自立支

倉市の自立支

手帳所持者

     (平成

支援医療費(精

ージ)

16.7%

57.7%

自立支

福祉手帳の所

人(５７．７

所持者数  (

級 

１５０人 

支援医療費

支援医療費

者の５８６

成２２年３月

精神通院)受

１

%

16

支援医療費(精

所持者数は

７％)で、３

(平成２２年３

合

費(精神通院

費(精神通院

人と比較す

末現在) 

受給者数 

，６５１人 

651

精神通院)受給

は５８６人

３級が１５

３月末現在)

合計 

５８６人

院)の２つの

院)受給者数

すると３倍

 

１級

２級

３級

給者数

人

 

人

の

数

倍

 

級

級

級



  

 ４ 

 

平成

調査と

ったヒ

た。 

 

(１)情

障

め、

倉」

ショ

生活

され

ま

よる

 

(2)社

障

しか

族や

で明

ム(

応す

 

(３)高

高

高齢

ある

生活

 

 

 

障害者

成２１年１

と、家族団

ヒアリング

情報提供とコ

障害のある

、生活の中

」や佐倉市

ョンはもと

活場面で、

れる社会的

また、災害

る迅速で確

会資源の整

障害のある

かしながら

や関係者に

明るく自立

(共同生活介

する社会資

高齢化する家

高齢化の進

齢化により

る人は家族

活していく

者の置かれ

０月に障害

団体、社会福

グの内容から

コミュニケ

る人は、それ

で得られる

市ホームペー

とより、障害

必要となる

的な環境が求

害時など緊急

確実な情報の

整備 

る人も障害

ら障害者を取

に大きな負担

立した生活を

介護)などを

資源や福祉サ

家庭への支

進展による課

り、親が亡く

族の支援が受

くためには、

れた現状と

害のある人

福祉事業者

ら、障害者

ケーション

れぞれの障

る情報が制

ージなどに

害のある人

る情報の提

求められま

急な対応が

の伝達が必

のない人と

取り巻く社

担がかかっ

を送るため

を整備する

サービスが

支援 

課題は、障

くなるか或

受けられな

、障害のあ

と課題 

人やそのご家

者団体、およ

者の置かれた

障害の特性

制限されてい

による情報提

人の余暇活動

提供とコミ

ます。 

が必要な場

必要です。

と同じよう

社会環境が不

っている現状

めには、グ

ることが必要

が受けられる

障害のある

或いは重度障

なくなります

る人を社会

(１８ペー

家族７４０

よび公共機

た現状と課

に応じた社

いる状況に

提供や、市

動や文化活

ュニケーシ

合は、障害

に、地域の

不十分なた

状がありま

グループホー

要です。ま

る体制づく

人やその家

障害になっ

す。障害の

会全体で支

ージ)

０名を対象

機関等の計

課題につい

社会的配慮

に置かれてい

市役所の窓

活動、スポ

ションの確

害のある人

の中で暮ら

ため、障害

ます。障害

ーム(共同生

また、一人

くりが求めら

家族も同じ

った場合な

のある人が

えるしくみ

に行ったア

１７団体を

て要点を整

がなされて

います。「こ

口でのコミ

ーツ活動な

保に必要な

人が利用可能

す権利があ

者本人はも

のある人も

生活援助)・

ひとりのニ

られていま

じ様に現れま

ど、残され

が地域の中で

みづくりが

アンケート

を対象に行

整理しまし

ていないた

こうほう佐

ミュニケー

など様々な

な配慮がな

能な方法に

あります。

もとより家

も地域の中

・ケアホー

ニーズに対

ます。 

ます。親の

れた障害の

で自立して

が必要です。

 

行

し

た

佐

ー

な

な

に

家

ー

対

の

の

て

 



  
 

(４)障

障

対応

り組

等の

す様

 

(５)自

平

える

因・

によ

の中

など

求め

 

(６)就

障

した

人を

の人

業や

要で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害の早期発

障害の早期

応とともに

組みです。

の連携によ

様々な不安

自殺対策 

平成１０年

る高い水準

・動機(厚生

よれば、原

中でも、う

ど、悩みの

この支援は

められます

就労機会の確

障害のある

た収入を得

を企業や事

人たちとと

や事業者が

です。 

発見・早期

期発見・早期

に、障害の特

健康診査等

より、適切な

安の解消等心

年に日本の年

準で推移し

生労働省：自

原因や動機が

うつ病をは

のある人に対

は高い専門性

す。 

確保 

る人が地域

得ることが必

事業所が受け

ともに働く機

が障害に対す

期療育 

期療育は、

特性や個々

等で障害を

なリハビリ

心理的負担

年間自殺者

ています。

自殺・うつ病

が確定でき

じめとする

対する適切

性が求めら

の中で自立

必要です。

け入れる体

機会が得ら

する理解を

障害のあ

々の状況に合

を発見した場

リテーショ

担の軽減を図

者数は３万

「平成１９

病等対策プ

きた自殺者の

る精神疾患が

切な支援が必

られること

立した生活

しかし、長

体制は十分

られるよう、

を深めなが

 (１９ペー

る人や障害

合わせた対

場合は、す

ンや療育の

図ることが

人を超え、

９年以降の

プロジェクト

の6割強が

が関係する

必要です。

から、県な

を送るため

長引く不況

とは言えま

、福祉的就

ら、障害の

ージ)

害のある子

対応を進め

すみやかに

の提供とと

が大切です。

その後も

の警察庁統計

トチームと

が健康問題

る場合が多

 

など関係機

めには、就

況の影響な

ません。障

就労の場の

のある人の

どもの保護

る上で大変

相談機関や

もに、障害

。 

引き続き３

計における

とりまとめに

題となってい

く、相談体

機関と連携し

就労の場を確

どにより障

害のある人

確保はもと

就労機会の

護者が望む

変重要な取

や医療機関

害がもたら

３万人を超

る自殺の原

について)」

います。そ

体制の充実

した対応が

確保し安定

障害のある

人も、多く

とより、企

の確保が必

 

む

取

関

超

原

そ

実

が

定

る

企

必



  
 

 

アン

台

調

母

抽

抽

調

調

回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンケート調

台帳の日付 

調査対象 

母  数 

抽 出 数 

抽 出 法 

調査方法 

調査時期 

回収結果 

調査の概要 

平成21年

身体障害

所持

37

7

上記

無記名

平

有

年8月31日

害者手帳

持者 

740 

40 

記対象者から

名 郵送によ

平成２１年１

有効回答数

日

療育

所持

67

ら無作為抽

よる配布・

１０月１日

数 ４９８票

(２０ペー

手帳 

持者 

70 

抽出 

回収 

日から平成２

票   回

ージ)

精神障害者

所持者又は

(精神通

所

1

２１年１０

回収率 ６７

 

者保健福祉

は自立支援

通院)受給者

所持者 

1,636 

 

 

 

０月３１日 

７．３％ 

祉手帳 

援医療 

者証 

 



  
 

ヒアリ

佐倉市

佐倉市

佐倉市

印旛地

千葉発

佐倉グ

佐倉市

さくら

佐倉市

佐倉市

（福）

佐倉市

佐倉市

印旛市

印旛郡

千葉県

印旛健

成田公

 

リング発表

市身体障害者

市ろう者協会

市手をつなぐ

地区自閉症協

発達障害児

グループ 

市精神障害者

らクローバー

市視覚障害

市社会福祉施

）佐倉市社会

市ボランティ

市民生委員

市郡医師会佐

郡市歯科医師

県立印旛特別

健康福祉セン

公共職業安定

表団体 

者の会 

会 

ぐ育成会 

協会佐倉地

・者親の会

者家族会「か

ーの会 

害者会 

施設協議会 

会福祉協議会

ィア連絡協議

・児童委員協

佐倉地区 

師会佐倉地

別支援学校 

ンター 

定所 

区 

「コスモ」

かぶらぎ会

会 

議会 

協議会 

区 

 

会」 

(２１ペー

身体障害者

聴覚障害者

知的障害者

自閉症児(

発達障害児

精神障害者

重症心身障

視覚障害者

（福）えの

地域福祉推

佐倉市ボラ

千代田地区

医師会佐倉

歯科医師会

印旛特別支

地域保健福

事業所援助

ージ)

者の会 

者の会 

者の会 

(者)の会 

児(者)親の会

者家族会 

障害児(者)の

者の会 

のき会 

推進グルー

ランティア連

区会長 

倉地区理事 

会佐倉地区理

支援学校教諭

福祉課 

助部門 

会 

の会 

プ 

連絡協議会

理事 

諭 

代表 

 



  

 第

 １ 

  わ

の３

れの

いま

  こ

のよ

う障

  こ

画を

から

ー

  こ

 

 

 

 

  障

会生

ーシ

本と

 

 

 

 

  住

全て

には

自己

 

 

ノ

障

３章 障

障害者

わが国の障

３障害が、

の制度間の

ました。 

これらの課

ような障害

障害者の視

このように

を策定する

ら、直接、

ト調査を実

これらのこ

障害のある

生活をおく

ションです

とし、障害

住み慣れた

ての人々の

は、自分で

己決定・自

ーマライ

害のある

障害者計画

者計画の基

障害者福祉は

それぞれ障

の格差や、制

課題を受け止

害イコール福

視点に立った

に、障害者を

るにあたり、

生の声を伺

実施し、障害

ことから佐倉

る人が障害の

ることが本

す。佐倉市の

害のある人も

地域社会の

の願いです。

で判断し、自

己実現を応

イゼーシ

る人の自

画の基本理

基本理念

は、障害者

障害別に制

制度と制度

止め、現在

福祉という

た考え方に

を取り巻く

、もう一度

伺いました

害者の状況

倉市障害者

のない人と

本来の望ま

の障害福祉

もない人も

の一員とし

障害のあ

自分で決定

応援するま

ションの理

自立と自己

理念と推進

者基本法に基

制度運営が進

度の間に埋

在、障害者施

う観点から

に大きく変わ

く社会状況が

度原点に返

た。また、障

況とニーズに

者計画の目指

と同じように

ましい姿であ

祉施策も、こ

も、共に暮ら

して尊重され

ある人が、そ

定し、自分で

まちを目指し

(２２ペー

理念が生

己決定を

進体制 

基づき、身

進められて

もれてしま

施策の大幅

「障害は個

わろうとし

が大きく変

って、障害

障害のある

について調

指す方針を

に自由と権

あるとする

このノーマ

らしやすい

れ、自分ら

その人らし

で行動する

します。 

ージ)

生きるま

を尊重す

身体障害・知

てきました

まう支援が

幅な見直し

個人ではな

しています。

変化する中

害者団体・

る市民の方

調査を進めま

を基本理念

権利を保護

る考え方、

マライゼー

いまちを目指

らしく暮らし

しく自立した

ることが必要

まち 

するまち 

知的障害・

。そのため

が必要な人が

が進められ

く社会にあ

。 

で、佐倉市

家族会・関

々を対象に

ました。 

として整理

されながら

これがノー

ションの考

指します。

したいと思

た生活をお

要です。そ

・精神障害

め、それぞ

が出てしま

れ、今まで

ある」とい

市障害者計

関係団体等

に、アンケ

 

理しました

ら、共に社

ーマライゼ

考え方を基

 

思うのは、

おくるため

そのための

 

害

ぞ

ま

で

い

計

等

ケ

。 

社

ゼ

基



  
 

 

 

 

 

障

けで

機関

クを

 

 

 

 

 

障

近年

必要

った

 

 

 

 

 

 人は

い、地

しく暮

暇を楽

らせる

 

 

 

 

 

 

人

一

だれ

障害のある

でなく、近

関など、多

を大切にし

障害の種別

年、人の価値

要な施策を

た福祉サー

はだれもが

地域を形成

暮らせるた

楽しむこと

るまちを目

と人との

人ひとり

れもが生

人も、その

近隣や地域を

多くの人たち

し、問題を共

や障害特性

値観も益々

を進めていく

ビスを選択

が一人で生き

成し、社会で

めの社会環

ができます

指します。

のつなが

りに応じ

生きがい

の人らしく

をはじめ、

ちのつなが

共有し合い

性による違

々多様化して

く必要があ

択して受け

きていくこ

で共存しな

環境が整え

す。障害の

 

がりを大切

じたサー

を持って

暮らせるま

ボランティ

がりが重要に

い、解決に向

違い以前に、

ています。

あります。障

けられるまち

ことはできま

ながら暮らし

えば、だれも

のある人もな

(２３ペー

切にする

ビスが受

て暮らせ

まちの実現

ィア、障害

になってき

向けて協力

一人ひと

障害のある

障害のある

ちを目指し

ません。人

しています

もが同じよ

ない人も、

ージ)

るまち 

受けられ

せるまち

現のためには

害者関係団体

きます。人と

力し合えるま

り違った個

る人のニー

る人が、自分

します。 

人と人とが関

す。障害のあ

ように学んだ

だれもが生

れるまち 

は、当事者

体、行政機

と人とのネ

まちを目指

個性を持っ

ズを的確に

分の意思で

関わり合い

ある人も、

だり、働い

生きがいを

者や家族だ

機関、教育

ネットワー

指します。

ています。

に把握し、

で自分に合

い、助け合

その人ら

いたり、余

を持って暮

 



  

 ２ 

  障

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と

 

 

は

的

人

 

策

人

う

ら

を

 

〔

 

意

の

き

は

 

 

障害者

障害者計画

とします。 

平成１０年

は「まちに出

的な参加」「

人の願いを表

それから

策定懇話会で

人は空を見る

う』であれば

ら、本計画の

を見上げよう

〔障害の表記

佐倉市障害

意見がありま

のほか、「障

き続き審議が

は従前どおり

まちに

者計画の名

画の名称は 

年３月に佐

出よう 風

「歴史・文化

表現したも

１０年の歳

ではサブタ

ることは出

ば、より多

の第４次改

う」に変え

記について

害者計画策

ました。そ

障がい」「障

が行われて

り「障害」

に出よう

名称 

佐倉市では

風を受けよう

化・自然の

ものでした。

歳月が経ち、

タイトルにつ

出来ませんが

多くの障害の

改訂版のサブ

えることが適

て〕 

策定懇話会で

そこで、国で

障碍」「しょ

ていますので

の表記とす

佐倉市

ともに生

第

う 風を

はじめて障害

う 空を見

の享受」「明

。 

、障害者を

ついて議論

が、空を見

のある人の

ブタイトル

適切である

で、障害の

では「障が

ょうがい」等

で、国の推

することに

(２４ペー

市障害

生きるさ

第４次改訂

を受けよ

害者計画を

見よう」でし

日や未来に

を取り巻く社

論を進めて

見上げるこ

の共感を得

ルは、「まち

るとの結論

表記につい

がい者制度

等の様々な

推進会議の決

にしました。

ージ)

害者計画

くらプラ

訂版 

よう 空

を策定した

した。これ

に向かって

社会の変化

きた結果、

とは出来ま

ると思いま

ちに出よう 

に達しまし

いてどうし

改革推進会

な見解があ

決定に準ず

。 

画 

ン 

空を見上

ときのサブ

れは、それぞ

て」という障

化を受け、障

「視覚に障

ます。『空を

ます。」とい

風を受け

した。 

したら良いの

会議」の中

ることを踏

ずる形とし、

上げよう

ブタイトル

ぞれ「主体

障害のある

障害者計画

障害のある

を見上げよ

いう考えか

けよう 空

のかという

で「障害」

踏まえ、引

、それまで

 

う 

ル

体

る

画

る

よ

か

空

で



  

 ３ 

  障

いけ

  こ

保が

 

(１)自

障

にお

し、

自

評価

 

(２)行

  障

設置

につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者

障害者計画

けるまちを

この計画に

が必要です

自立支援協

障害のある

おける障害

難しい相

自立支援協

価及び進行

行政による

障害者計画

置し、障害

ついて意見

者計画の推

画は、障害の

を目指し、障

基づいて、

す。 

協議会に

る人が自立し

害福祉に関す

談・支援の

協議会では定

行管理を行い

る取り組

画を策定する

害者計画にお

見を調整しな

推進体制

のある人が

障害者施策

確実に福

よる取り

した日常生

する医療、

のケースに

定期的な協

います。 

み 

るにあたり

おける進捗

ながら、障

が、地域社会

策の考え方や

福祉サービス

組み 

生活又は社会

保健、福祉

について協議

協議を行いな

り、市役所内

捗状況、施策

障害者施策を

(２５ペー

会の一員と

や基本的な

スを進めて

会生活を営

祉、教育、

議・対応に

ながら、佐

内に佐倉市

策の評価、

を総合的に

ージ)

として、その

な方向性を示

ていくために

営むことが

労働等の

に取り組んで

佐倉市障害

市障害者計画

分析、並

に推進します

の人らしく

示したもの

には、推進

できるよう

関係者が互

でいます。

者計画の進

画策定庁内

びに計画の

す。 

暮らして

のです。 

進体制の確

うに、地域

互いに連携

 

進捗状況の

内検討会を

の素案策定

 

域

携

の

を

定
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 １ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４章 障

施策の

障

①
障
害
の
理
解 

①
権
利
・
擁
護 

障害者計画

の体系 

害のある

啓 発

②
相
談
・
情
報
提
供 

③
情
報

コ
ミ

ニ
ケ

シ

ン

画の体系

る人も、そ

発 

②
合
理
的
配
慮
の
推
進 

③
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

④
移
動 

 

 

 

(２６ペー

その人らし

⑤
生
活
支
援

ージ)

しく暮らせ

⑤
生
活
支
援

⑥
生
活
環
境 

横
断
的
な
支
援

せるまち 

参 

横
断
的
な
支
援

⑦
教
育
・
育
成 

加 

⑧
雇
用
・
就
労 

個
別
的
な
支
援

 

 

⑨
保
健
・
医
療 

個
別
的
な
支
援



  
 

１「啓

  ①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケ

 〔障

 ・利

 ・障

 ・地

 

 

啓発」 

①障害の

ケート調査 

障害者の社会

利用しやすい

障害者自身の

地域の人たち

 障害に

生み出し

加に必要

う、広報

 また、

子どもの

の子供た

という希

障害の

障害につ

 

の理解 

 

会参加に必要

い施設への改

の積極性 2

ちが障害者を

に対する誤

しています

要な条件と

報や福祉教

幼稚園、

の能力や障

たちの理解

希望があり

のある人が

ついて理解

自立支

要な条件〕 

改善 22.1%

21.5% 

を受け入れる

誤解や偏見

す。アンケ

として「地

教育の充実

保育園、

障害の状態

解を深める

ります。

が、社会生

解を深めて

支援さく

 

1% 

るよう、広報

(２７ペー

取組の視

見が、障害

ケート調査

地域の人た

実」が挙

、学校に

態に適し

るような

生活をおく

ていく必

らプラン

報や福祉教育

ージ)

視点 

害のある人

査の中で

たちが障害

げられて

対して「

した指導を

交流機会

くるため

要があり

ン 

育の充実 

人の暮ら

も、障害者

害者を受け

ています。

「先生の理

をして欲し

会を増やし

には、周囲

ります。 

 18.1% 

しにくさ

者の社会

け入れる

 

理解を深め

しい」「周

して欲しい

囲の人々

 

を

参

よ

め、

り

い」

が



  
 

 

 〔幼

 ・先

 ・修

 ・ま

 

施策の

 ○講

 ○小

教

 ○社

 ○公

 ○保

め

 ○人

生

○内部

て、

重点課

すべ

です。

幼稚園、保育

先生の理解を

修学相談や進

まわりの子ど

の方針 

講演会、シ

小中学校の

教職員に対

社会教育事

公民館職員

保育士や学

めの研修会

人権を尊重

生徒・保護

部障害の

、障害者

課題 

べての市

。 

育園、学校へ

を深め、子ど

進路相談など

どもたちの理

シンポジウ

の授業の一

対して障害

事業の中で

員に対して

学童保育イ

会を実施し

重するまち

護者・地域

のある人も

者用駐車場

市民が、障

への希望〕 

どもの能力や

どの相談体制

理解を深める

ウム等を開

一環として

害への理解

で障害につ

て障害への

インストラ

します。

ちづくりを

域の方々に

も気軽に駐

場について

障害につい

 

や障害の状態

制の充実を

るような交流

開催し、障

て、障害に

解を深める

ついて学ぶ

の理解を深

ラクターに

を推進する

に対し、出

駐車できる

ての理解に

いて学ぶ機

(２８ペー

態に適した指

して欲しい 

流機会を増や

障害につ

について学

るための研

ぶ機会を設

深める研修

に対して、

るために、

出前人権授

るよう、ハ

に努めます

機会が提供

ージ)

指導をして

 20.3% 

やして欲し

いて学ぶ

学ぶ機会を

研修会も

設けます

修会を実

、障害への

、小中学校

授業を実

ハートプラ

す。 

供されるま

欲しい 25

い 16.9% 

ぶ機会を設

を設けます

も実施しま

す。 

実施します

の理解を深

校を拠点

実施します

ラスマーク

まちづく

25.4% 

 

設けます。

す。また、

ます。 

す。 

深めるた

点に、児童

す。 

クを通じ

りが必要

 

 

童

じ

要



  

 

  ②

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②合理的

 障害の

る権利が

た「障害

在、政府

の批准に

が、障害

建築物な

話や要約

ト面の充

切に提供

障害児

会生活を

配慮の推

のある人も

があります

害者の権利

府は「障が

に向けた

害を理由に

などのバリ

約筆記な

充実を図り

供される環

児(者)に対

をおくれる

推進 

自立支
も、障害の

す。このこ

利に関する

がい者制度

法整備の

に社会参加

リアフリー

どのコミ

り、障害の

環境が必要

対する差別

る環境の整

支援さく

(２９ペー

取組の視

のない人

ことは２

る条約」

度改革推

の検討を進

加が阻ま

ー化等の

ミュニケー

のある人

要です。

別をなく

整備が必

らプラン

ージ)

視点 

と同じよ

００７年

の中にも

進会議」

進めていま

れないよ

ハード面

ーション手

が必要と

 

し、だれ

要です。

ン 
ように社会

年に日本政

も謳われて

を設置し

ます。障

ようにする

面の整備を

手段の確

とする様々

れもが平等

 

会生活をお

政府が署名

ています。

し、この条

障害のある

るためには

をはじめ、

確保等のソ

々な配慮が

等で明るい

 

おく

名し

現

条例

る人

は、

手

ソフ

が適

い社



  

 

施策の

 ○公

条

 ○既

り

利

 ○ス

け

 〇市

ミ

 

重点課

 施設

て進め

等)の在

 

 

 

の方針 

公共施設の

条例」に適

既存の公共

りがしやす

利用しやす

スポーツ大

け隔てなく

市に手話通

ミュニケー

課題 

設の新築

められます

在り方につ

の新設や既

適合するよ

共施設にお

すいように

すい環境づ

大会、イベ

く参加でき

通訳者を配

ーションの

・改修等の

すが、施設

ついて積

既存施設の

ように努め

おいて、

にスロー

づくりに努

ベント等

きる大会運

配置し、

の確保を図

のハード

設を有効

積極的な検

の改修に

めます。

障害者駐

プの設置

努めます

を開催す

運営に努

窓口や、

図ります

面につい

に活用す

検討が必要

(３０ペー

おいて、

 

駐車スペー

置やスペー

。 

する際、障

めます。

市の行事

。 

いては、法

するための

要です。

ージ)

「千葉県福

ースの確保

ースの確保

障害のある

 

事において

法令等によ

のソフト面

福祉のまち

保や車イス

保をし、障

る人もない

て聴覚障害

よる基準に

面の支援(人

ちづくり

スの出入

障害者が

い人も分

害者のコ

に基づい

人的支援

 

入

が

分

援



  

2「参

  ①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケ

 〔差

 ・よ

・と

 ・ほ

 ・ま

参加」 横

①権利擁

ケート調査 

差別・偏見を

よく感じる 

ときどき感じ

ほとんど感じ

まったく感じ

 精神障害

 知的障害

 身体障害

 障害の

都合や不

害のある

がノーマ

アンケ

いう設問

います。

障害に

等で明る

 

横断的な

擁護 

 

をどの程度感

 5.6% 

じる 31.0%

じたことがな

じたことがな

害:「ときど

害:「ときど

害:「ときど

のある人は

不利益を受

る人もな

マライゼー

ケート調査

問に対して

 

に対する差

るい社会生

支援 

自立支

感じるか(全

% 

ない 28.2%

ない 21.3%

き感じる」

き感じる」

き感じる」

は、日常生

受けていま

い人も同

ーションの

査の中でも

て「ときど

差別をなく

生活をおく

支援さく

全体)〕 

% 

% 

40.0％ 「

36.8％ 「

28.7％ 「

(３１ペー

取組の視

生活の中

ます。こ

同じように

の基本的

も、差別

どき感じ

くし、障

くれるま

らプラン

「よく感じる

「よく感じる

「よく感じる

ージ)

視点 

で、障害

のような

に暮らして

な考え方

・偏見を

じる」とい

害のある

ちづくり

ン 

る」20.0％ 

る」13.2％ 

る」 2.9％ 

害によるさ

な障壁を取

ていける

方です。 

をどの程度

いう意見が

る人が地域

りが必要で

 

 

 

さまざまな

取り払い、

る社会の実

度感じるか

が多くなっ

域の中で、

です。 

 

な不

障

実現

かと

って

平



  

 

施策の

 ○

づ

設

差

 ○相

努

 ○障

法

の

 ○障

利

重点課

 障害

がれま

 

 

の方針 

「障害の

づき、障

設置する

差別や偏

相談支援

を図り、

努めます

障害のあ

法的行為

の利用促

障害のあ

利擁護部

課題 

害のある

ます。特

ある人も

害のある

る「地域相

偏見の解消

援事業所、

虐待につ

す。 

る人が、

為が困難な

促進を図り

る人の権

部会の中で

人が地域

特に成年後

もない人も

る人が差別

相談員」や

消に努めま

障害福祉

ついての情

福祉サー

な場合、成

ります。

権利擁護に

で、地域や

域で暮らし

後見人制度

も共に暮ら

別や障害を

や「広域専

ます。 

祉サービス

情報を共有

ービスの利

成年後見制

については

や関係団体

し続けてい

度の拡充が

(３２ペー

らしやすい

を理由に不

専門指導

ス事業所を

有化する中

利用をはじ

制度が充分

は、佐倉市

体と共に取

いくために

が必要です

ージ)

い千葉県づ

不利益を受

員」とと

をはじめ、

中で、虐待

じめとする

分利用でき

市自立支援

取り組んで

には、権利

す。 

づくり条例

受けた場

ともに相談

、関係機関

待の予防

る契約締結

きるよう

援協議会啓

でいきま

利擁護の推

例」に基

合、県が

談に応じ、

関と連携

と防止に

結などの

に、制度

啓発・権

す。 

推進が急

 

基

が

携

の

度

権

急



  

 

  ②

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケ

 〔相

 ・曜

 ・気

 ・身

 

②相談・

ケート調査 

相談しやすい

曜日や時間に

気軽に相談で

身近な場所で

 障害の

めには、

の中でも

いつでも

所で相談

 また、

人」が最

役所」の

市の役割

 

情報提供

 

い体制〕 

に関係なく、

できる 18.

で相談できる

のある人や

気軽に相

も、相談し

も相談に応

談できる」

サービス

最も多く、

の順となり

割が重要と

供 

自立支

いつでも相

8.5% 

る 15.5% 

やその家族

相談できる

しやすい体

応じてくれ

」が挙げ

スの情報

、次いで

ります。障

となってい

支援さく

相談に応じて

(３３ペー

取組の視

族が、安

る仕組み

体制とし

れる」「気

られてい

報源として

「市や県

障害のあ

います。

らプラン

てくれる 2

ージ)

視点 

心して地

が必要で

して、「曜日

気軽に相談

ます。 

ては、「家

県の広報、

る人への

 

ン 

26.8% 

地域で生活

です。アン

日や時間に

談できる」

族・親戚

パンフレ

の情報提供

活をおくる

ンケート調

に関係な

」「身近な

戚・友人・

レット」

供の場とし

 

るた

調査

く、

な場

・知

「市

して



  
 

 〔サ

 ・家

 ・市

 ・市

 

施策の

1 気

 ○市

 ○相

意

2 障

 ○身

係

 ○佐

重点課

障害

です

 

サービスの情

家族・親戚・

市や県の広報

市役所 14.0

の方針 

気軽に利用

市内に相

との解消

相談内容

意識を共

障害福祉サ

身体障害

しおり」

係団体の

佐倉市ホ

ービスの

課題 

害のある

す。 

情報源〕 

・友人・知人

報、パンフレ

.0% 

用できる相

談支援事

に努めま

容によって

共有しなが

サービス

害者手帳を

を配布し

の紹介等、

ームペー

の向上に努

る人や家族

人 21.7% 

レット 18.

相談支援

事業所を配

ます。 

ては、自立

がら、解決

等の情報

をはじめ、

し、受けら

一人ひと

ージの文字

努めます。

族の不安を

8.5% 

援体制の充

配置し、障

立支援協議

決に向けて

報提供に努

各種障害

られる障害

とりが必要

字の拡大や

 

を解消する

(３４ペー

充実を図り

障害のある

議会を通じ

て取り組ん

努めます。

害者手帳の

害福祉サー

要とする情

や音声読み

るためには

ージ)

ります。 

る人や家族

じて関係機

んでいきま

 

の交付時に

ービスや相

情報の提供

み上げ機能

は、相談体

族の不安や

機関が互

ます。 

に「障害者

相談窓口、

供に努め

能の付加

体制の充実

や困りご

いに問題

者福祉の

、障害関

ます。 

など、サ

実が必要

 

ご

題

の

サ

要



  

  ③

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報・

 障害の

り、互い

らしてい

ョンを通

とは、バ

 障害の

ョンの手

る人が暮

していく

 

コミュニ

のある人

いに意思の

いくための

通じて周囲

バリアフリ

のある人

手段、方法

暮らしや

く必要があ

ニケーショ

自立支

が、障害

の疎通を深

の基盤とな

囲の人々

リー社会の

が地域で

法などを保

すいコミ

あります。

ョン 

支援さく

(３５ペー

取組の視

害のない人

深めてい

なるもの

が障害児

の実現に

で生活して

保障する

ミュニケー

。 

らプラン

ージ)

視点 

人とコミ

くことは

です。ま

児(者)につ

もつなが

ていくため

取組みを

ーションバ

ン 

ュニケー

は、地域社

また、コミ

ついて理解

がっていき

めのコミ

を充実させ

バリアフ

ーションを

社会の中で

ミュニケー

解を深める

きます。 

ミュニケー

せ、障害の

フリーを推

 

を図

で暮

ーシ

るこ

ーシ

のあ

推進



  

施策の

 ○市

情

必

 ○市

 ○音

る

め

 ○文

 ○作

流

 ○障

し

 ○ユ

害

重点課

障害

な環

 

の方針 

市の主催す

情報・コミ

必要に応じ

市役所に手

音声言語を

るコミュニ

めていきま

文書の音声

作品展など

流や集いの

障害者スポ

していきま

ユニバーサ

害のある人

課題 

害のある

環境の整

する事業に

ュニケー

じて可能な

手話通訳者

を使用しな

ニケーショ

ます。 

声コード化

どの行事を

の場の確保

ポーツ大会

ます。 

サルデザイ

人もない人

る人が必要

整備が必要

に手話通

ションの

な限り手話

者を配置

なくても

ョンボード

化や活字文

を通じて

保に努めま

会等を通

インに基

人も快適に

要とするコ

要です。

訳者や要

の確保を図

話通訳者や

し、必要

、挿し絵

ドの普及等

文書読み

、障害の

ます。 

じて、参

づいた、

に利用でき

コミュニケ

(３６ペー

要約筆記者

図ります。

や要約筆記

に応じて

絵を指差す

等、コミュ

上げ装置

のある人の

参加者や関

公園や休

きる場の情

ケーション

ージ)

者を配置し

また、市の

記者の派

て各課の窓

すことで意

ュニケーシ

置の設置・

の発表の機

関係者の交

休憩施設の

情報提供

ン手段が確

し、聴覚障

の事業に限

派遣に努め

窓口に派遣

意思の疎通

ションの支

普及を進

機会と地域

交流の機会

の整備を進

供に努めま

確保でき

障害者の

限らず、

めます。

遣します。

通が図れ

支援を進

進めます。

域での交

会を支援

進め、障

ます。 

るよう

 

の

 

れ

進

 

交

援

障



  

  ④

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④移動 

障害の

自らの意

づくりは

です。そ

インフラ

必要にな

障害の

環境づく

 

のある人が

意思で外に

は、障害の

そのために

ラの整備は

なります。

のある人の

くりが大切

自立支

が、仕事や

に出たい

のある人が

には、道路

はもとより

 

の生活を支

切です。

支援さく

(３７ペー

取組の視

や通院、買

いと思う時

が地域生活

路(歩道)、

り、ヘルパ

支えるた

らプラン

ージ)

視点 

買い物、余

時に外に出

活をおく

、公園の

パー等、

めには、安

ン 

余暇の過ご

出られる

るために

トイレな

マンパワ

安心して

ごし方など

という環

に必要な条

など基本的

ーの支援

て移動でき

 

ど、

環境

条件

的な

援も

きる



  

 

施策の

○障

移

○歩

ア

 

重点課

障害

全性

 

 

 

 

 

 

 

 

の方針 

障害のあ

移動支援

歩道の段

ック)の設

アフリー

課題 

害のある

性等を勘

ある人が、

援事業をは

段差の解消

設置、側溝

化に努め

る人も利用

案する中

日々の生

はじめ、地

消、路面の

溝蓋の設置

めます。

用しやすい

中でバリア

生活の中で

地域生活支

の補修、視

置等、幹線

い道路(歩

アフリー化

(３８ペー

での移動

支援事業の

視覚障害者

線道路か

道)の整備

化の推進が

ージ)

手段が確

の充実を図

者誘導用ブ

ら順次、

備について

が必要です

確保できる

図ります

ブロック(点

道路(歩道

ては、緊急

す。 

るように、

。 

点字ブロ

道)のバリ

急性、安

 

安



  

3「参

  ⑤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケ

 〔住

 ・ケ

 ・住

 ・特

 

参加」 個

⑤生活支

ケート調査 

住まいへの要

ケアホームや

住宅改修の助

特にない 17

 生活支

響を受け

た多様な

障害の

ホームや

が必要で

求められ

められて

障害福

障害福祉

 

個別的な

支援 

 

要望〕 

やグループホ

助成金制度の

17.7% 

支援は、障

けるサービ

な障害福祉

のある人が

やケアホー

です。特に

れる事業や

ています。

福祉サービ

祉計画」の

支援 

自立支

ホームなどの

の充実 21.

障害のある

ビスである

祉サービス

が地域の中

ームなど住

に、日中活

や介護する

。 

ビスをは

の中で計画

支援さく

の整備 23.

1.5% 

３９ペー

取組の視

る人が暮

るだけに

スの提供

中で生活

住まいを

活動等、

る家族が

じめ、地

画的に取り

らプラン

3.7% 

ージ)

視点 

暮らしてい

、個々の

が求めら

活していく

をはじめと

障害の特

が病気にな

地域生活支

り組んでい

ン 

いくために

の障害の特

られていま

くためには

とする様々

特性から医

なった時等

支援事業な

いく必要が

に直接的な

特性に合わ

ます。 

は、グルー

々な社会資

医療的ケア

等の支援が

など「佐倉

がありま

 

な影

わせ

ープ

資源

アが

が求

倉市

ます。



  

施策の

 ○障

 ○障

グ

必

整

 ○障

る

所

○

事

 

重点課

地域

 

 

 

 

の方針 

障害のあ

ービスが

障害のあ

グループ

必要です

整備・充

障害のあ

る社会資

所の整備

○障害のあ

事業等の

課題 

域の特性

る人の意

が提供でき

る人が施

プホーム・

す。障害の

充実を図り

る人が日

資源が必要

備・充実を

ある人の休

の事業所の

性をふまえ

意思を尊重

きるよう、

施設から移

ケアホー

のある人が

ります。

日中に意義

要です。多

を図ります

休養や介護

の整備・充

えた地域生

重し、一人

相談支援

移行して、

ーム、入所

が望む暮ら

義ある時間

多様なニー

す。 

護する人が

充実を図り

生活支援事

(４０ペー

人ひとりの

援事業所の

地域社会

所施設、ア

らし方が実

間を過ごす

ーズにこた

が疾病等の

ります。

事業の拡充

ージ)

の障害の特

の充実強化

会で暮らし

アパート等

実現できる

すためには

たえられる

の際利用

充を図る

特性に合わ

化を図り

していくた

等住まいの

るよう居住

は、日中利

る日中活動

できる、短

る必要があ

わせたサ

ます。 

ためには

の確保が

住環境の

利用でき

動系事業

短期入所

あります。

 

サ

は、

が

の

き

業

所

 



  

 

  ⑥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥生活環

アンケート

 〔外出時

 ・道路や

 ・身近な

 ・障害者

 障害

ていくた

除いてい

公平に、

の思想に

の補修や

います。

に取り組

 障害の

要な問題

と行政が

での共助

です。 

環境 

ト調査 

時の困難〕 

や駅の段差や

な公園や歩道

者トイレが少

害のある人

ためには、

いく必要が

自由に、

に基づくま

や建物の耐

今後も、

組む必要が

のある人に

題です。迅

が連携した

助体制の確

自立支

 

や階段に問題

道のベンチな

少ない、使い

人が社会の

、建物や道

があります

、使いやす

まちづく

耐震対策な

、緊急性や

があります

にとって、

迅速で確実

た防災訓練

確立も併せ

支援さく

題が多い 1

など、休憩で

いにくい 7

(４１ペー

取組の視

の中で、

道路、交

す。障害の

すく、安

りが進ん

などと共

や重要性

す。 

、地震や

実な情報

練の実施

せて、緊

らプラン

12.2% 

できる場所が

7.9% 
ージ)

視点 

自らの意

交通など、

のある人

安全な」ユ

んでいます

共に、まだ

性などを考

や火災など

報伝達の仕

施、要援護

緊急時の体

ン 

が少ない 

意思で積極

物理的な

もない人

ユニバーサ

すが、老朽

だまだ課題

考慮する中

どの災害時

仕組みづく

護者の把握

体制整備が

 8.6% 

極的に生活

な障壁を取

人も、「誰も

サルデザイ

朽化した道

題は残され

中で、積極

時の対処は

くりや、地

握など、地

が重要な課

 

活し

取り

もが

イン

道路

れて

極的

は重

地域

地域

課題



  
 

施策の

 ○障

て

公

 ○多

合

 ○防

サ

あ

 ○市

障

 ○

災

重点課

公園

必要

の方針 

障害のあ

て、「ユニ

公園の移

を行いま

多目的ト

合した施

防災行政

をはじめ

サービス

ある人に

市内各地

障害のあ

「地域にお

災害時要

課題 

園や多目

要です。

る人もな

ニバーサル

移動等円滑

す。 

トイレの整

施設の整備

政無線放送

めとする様

スは文字に

に有効であ

地で防災訓

ある人への

おける災害

要援護者の

的トイレ

 

ない人も、

ルデザイ

滑化整備ガ

整備をはじ

備を進めま

送を補完す

様々な行政

による情報

あることか

訓練を実施

の対応につ

害時要援

の避難支援

レの整備と

快適に利

ンによる

ガイドライ

じめ、「千

ます。 

する目的で

政情報を発

報を伝達す

から、今後

施する際、

ついて協議

護者支援

援体制の充

と併せ、施

(４２ペー

利用できる

るみんなの

イン」に基

千葉県福祉

で、携帯電

発信するサ

するサービ

後も周知

、地域、

議を進めま

援の手引き

充実を図り

施設を快適

ージ)

る公園や休

のための公

基づき、整

祉のまちづ

電話やパソ

サービスを

ビスであ

・充実に努

行政、教

ます。 

き」の周知

ります。 

適に使用す

休憩施設を

公園づく

整備・改修

づくり条例

ソコンに災

を行いま

り、聴覚

努めます

教育機関と

知、見直し

するための

を目指し

りー都市

修、指導

例」に適

災害情報

す。この

に障害の

。 

と連携し、

を行い、

の検討が

 

し

市

導

適

報

の

の

が



  

  ⑦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケ

⑦教育・

ケート調査 

 〔幼稚

 ・先生

 ・就学

 ・まわ

 

 障害の

に合わせ

す。アン

として「

た指導を

充実して

交流機会

 障害の

ことでサ

目のない

早期発見

対応でき

す。 

育成 

 

稚園、保育園

生の理解を深

学相談や進路

わりの子ども

のある児童

せたきめ細

ンケート調

「先生の理

をして欲し

て欲しい」

会を増やし

のある人の

サービスの

いサービス

見に努める

きる相談体

自立支

園、学校への

深め、子ども

路相談などの

もたちの理解

童が受ける

細かい指導

調査の中で

理解を深め

しい」「修

」「まわり

して欲しい

の入園・就

の提供が途

スが受けら

るとともに

体制や学習

支援さく

の希望〕 

の能力や障

の相談体制を

解を深めるよ

(４３ペー

取組の視

る教育に

導・相談体

でも、幼稚

め、子ども

修学相談や

りの子ども

い」など

就学・就業

途絶えた

られる必

に、教育

習・指導体

らプラン

障害の状態に

を充実して欲

ような交流機

ージ)

視点 

は、一人ひ

体制の充実

稚園、保育

もの能力や

や進路相談

もたちの理

が挙げら

業等を支援

りするこ

要があり

・福祉・保

体制の充実

ン 

に適した指導

欲しい 20

機会を増や

ひとりの

実が求め

育園、学校

や障害の

談などの相

理解を深め

られていま

援する機

ことが無い

ります。ま

保健機関

実が求め

導をして欲し

20.3% 

して欲しい

障害の特

られてい

校への希

状態に適

相談体制

めるよう

ます。 

関が変わ

いよう、切

また、障害

が連携し

られてい

しい 25.4%

い 16.9% 

 

特性

いま

希望

適し

を

な

わる

切れ

害の

して

いま

% 



  

施策の

 ○市

人

 ○佐

小

議

 ○

方

教

 ○各

童

 ○公

児

重点課

の方針 

市内の小

に発達障

人ひとり

佐倉市自

小中学校

議や研修

発達障害

方々がよ

また、保

教育機関

各小中学

童への支

公立・認可

児童の個

課題 

関係機

ァイルの

 

中学校の

障害のある

の障害の

自立支援協

校の関係機

修会を実施

害のある児

より使いや

育園にお

関、保健機

学校に特別

支援や相談

可保育園、

個々の障害

機関の連携

の活用につ

の教員、保

る児童への

の特性に応

協議会療育

機関が、保

施し、障害

児童のため

やすい内容

おいてもラ

機関と連携

別支援教育

談体制の充

、学童保育

害の特性に

携による総

ついて積極

保育士、学

の理解を深

応じた教育

育支援・教

保護者のニ

害の早期療

めのライ

容にするた

ライフサポ

携を図りな

育コーディ

充実に努め

育所で障

に応じた保

総合的な支

極的な取り

(４４ペー

学童保育イ

深める研修

育・保育体

教育部会

ニーズに応

療育の在り

フサポー

ため、今後

ポートファ

ながら研修

ィネーター

めます。

害児保育

保育の実施

支援を図る

り組みが必

ージ)

インストラ

修会を定期

体制の充実

の中で、

応じられる

り方の検討

ートファイ

後も改善に

ァイルの活

修に努めま

ーを配置

育巡回相談

施に努めま

るため、ラ

必要です。

ラクター等

期的に開

実を図り

幼稚園、

るよう定期

討を進め

イルは、保

に努めて

活用が出来

ます。 

し、障害の

談を実施し

ます。 

ライフサポ

。 

等を対象

催し、一

ます。 

保育園、

期的に会

ます。 

保護者の

いきます

来るよう

のある児

し、園児・

ポートフ

 

象

会

の

す。

、

児



  

  ⑧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケ

 〔働

 ・雇

 ・体

 

⑧雇用・

ケート調査 

働くための条

雇用者側の障

体調に合わせ

障害の

は、個々

た、雇用

を続けて

理解が重

さらに

物の購入

場が必要

て「雇用

せた勤務

た、公共

う声があ

就労 

 

条件〕 

障害について

せた勤務時間

のある人が

々の適性や

用を確保す

ていくため

重要な要素

に、官公庁

入を進める

要です。ア

用者側の障

務時間に配

共機関等に

あります。

自立支

ての知識があ

間に配慮があ

が、その人

や能力に応

するだけで

めには、雇

素となりま

庁などの仕

るなど、安

アンケー

障害につ

配慮がある

においても

。 

支援さく

あること 2

あること 1

(４５ペー

取組の視

人らしく自

応じた就労

でなく、障

雇用者側の

ます。 

仕事を障害

安定した工

ト調査によ

いての知

ること」な

も、出来る

らプラン

23.1% 

17.9% 

ージ)

視点 

自立した生

労の場の

障害のある

の障害に対

害者施設

工賃が得

よると、働

知識がある

などが挙

る仕事は発

ン 

生活をお

確保が必

る人が継

対する正

設に発注し

られる福

働くため

ること」「

げられて

発注して

おくるため

必要です。

継続して就

正しい知識

したり、生

福祉的就労

めの条件と

体調に合

ています。

て欲しいと

 

めに

ま

就労

識と

生産

労の

とし

合わ

ま

とい



  

 

施策の

○就

促

○市

技

す

○市

用

の

○

支

○佐

等

す

重点課

関

取

 

の方針 

就労継続

促進に努

市役所の

技能の取

す。 

市内の事

用促進奨

の雇用の

「障害者

支援しま

佐倉市自

等の関係

す。 

課題 

関係機関

り組む必

支援事業

努めます。

中で、障

取得を推進

業者が障

奨励金を交

の推進を図

就業・生

す。 

立支援協

係機関との

との連携

要があり

業の充実と

 

障害のある

進すること

障害のある

交付し、障

図ります。

生活支援セ

協議会就労

の連携によ

携を深め、

ります。

とともに、

る人に対し

とにより、

る人を一定

障害に対す

 

センター」

労部会を通

より、障害

障害のあ

(４６ペー

福祉的就

して就労訓

一般事業

定の要件で

する雇用者

と連携し

通じて、ハ

害者の就労

ある人も就

ージ)

就労から一

訓練の機会

業所への就

で雇用した

者の理解と

し、障害の

ハローワー

労について

就労の機会

一般就労へ

会を提供

就労促進を

た場合、障

と、障害の

のある人の

ーク、商工

ての理解を

会が得られ

への移行

し、就労

を図りま

障害者雇

のある人

の就労を

工会議所

を深めま

れるよう

 

行

雇

人

を

所



  

  ⑨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケ

 〔暮

 ・保

 ・生

 ・無

 

 

⑨保健・

ケート調査 

暮らしやすい

保健・医療の

生活支援(福祉

無回答 19.3

障害を

は、障害

とから、

重要なこ

障害(LD

療・保健

です。 

アンケ

して「保

挙げられ

また、

あげての

医療 

 

いまちづくり

の充実 26.

祉サービス

.3% 

を早期に発

害のある人

障害のあ

ことです。

D)、高機能

健・教育の

ケート調査

保健・医療

れています

近年、う

の自殺対策

自立支

りの条件〕 

6.8% 

)の充実 2

発見して

人の負担を

ある人が自

。特に、注

能自閉症な

のそれぞれ

査によると

療の充実」

す。 

うつ病など

策が課題と

支援さく

 

20.3% 

(４７ペー

取組の視

て必要な治

を軽減し、

自立した社

注意欠陥/

などの発

れの機関が

と、暮らし

」「生活支

どによる自

となって

らプラン

ージ)

視点 

治療と適切

、生活能力

社会生活

/多動性障

達障害に

が連携した

しやすいま

支援(福祉サ

自殺の問

います。

ン 

切な支援

力の向上

を送るた

障害(AD/

には、早期

た適切な

まちづく

サービス)

題が注目

 

を行うこ

上に繋がる

ために、大

/HD)、学

期の発見と

な対応が必

りの条件

)の充実」

目され、国

 

こと

るこ

大変

学習

と医

必要

件と

が

国を



  

施策の

○

神

合

○

そ

○乳

○

病

○在

る

適

○

重点課

自殺

とが

の方針 

１歳６か

神・発達

合、療育

ことばと

その保護

イルを作

乳幼児期

出前健康

いつでも

病等診療

在宅で寝

る人々に

適切な歯

自殺予防

中で、国

課題 

殺予防対

がないよ

か月児健康

障害等支

育機関への

発達の相

護者が確認

作成し、他

から成人

康講座・講

安心して

療所事業や

寝たきりの

に対して、

歯科診療が

防対策につ

の動向を

対策は重要

よう、障害

康診査、３

支援を必要

の紹介等適

相談事業を

認された場

他の専門機

人期まで、

講演会など

て暮らして

や小児初期

の高齢者等

かかりつ

が提供され

ついては、

を見ながら

要なテーマ

害者施策の

３歳児健康

要とする子

適切な支援

を通じて障

場合、保護

機関に継続

心の健康

どの事業を

ていけるた

期急病診療

等、歯科治

つけ歯科医

れるよう努

庁内の関

ら検討しま

マです。障

の中で具体

 (４８ペー

康診査等に

子どもやそ

援を実施し

障害による

護者の希望

続して情報

康づくりに

を通じて進

ための医療

療所事業を

治療を受け

医や関係機

努めます。

関係所属に

ます。 

障害のある

体的な検討

ージ)

により、運

その保護者

します。 

る支援が必

望に基づい

報提供を行

に関する啓

進めます。

療体制と

を継続して

けることが

機関との連

。 

による連絡

る人が、自

討を進める

運動・視聴

者が確認さ

必要な子

いてサポ

行います

啓発活動

。 

して、休

て実施し

が困難な障

連携を図

絡会議を実

自らの命を

る必要があ

聴覚・精

された場

どもや

ートファ

。 

を広報・

日夜間急

します。 

障害のあ

りながら

実施する

を絶つこ

あります

 

精

場

急

あ

、

る

す。 



  

第５章

１ 用

【あ行

○嚥

神

り

○音

 パ

ー

【か行

○完

１

精

(4

的

○国

国

年

択

○高

3

が

遅

○学

基

る

態

 

 

 

 

 

章 資料

用語解説

行】 

嚥下障害(え

神経や筋肉の

り込む過程が

音声Eメー

パソコンに

ールを開封す

行】 

完全参加と

９８１年

精神的な社

4)社会参加

的のための措

国連・障害

国連が議決

年から199

択された。 

高機能自閉

歳位までに

が狭く特定の

遅れを伴わな

学習障害(L

基本的には、

る又は推論

態。 

料編 

説 

えんげしょ

の異常等に

が上手くい

ール 

に録音した音

すると音声

平等 

に国連で議

社会適合の

加権の周知

措置と方法

害者の十年 

した「国際

92年までの

症 

に現れ、他人

のものにこだ

ないもの。 

LD) 

、全般的な

する能力の

うがい) 

により、水分

いかなくなる

音声データ

声が再生され

議決された

援助 (2)

徹底のため

法の確立 

際障害者年」

の１０年間

人との社会的

だわることを

な知的発達に

のうち、特定

分や食べ物

ること。

タを添付して

れる。 

「国際障害

)就労の機

めの社会教

」の目的を

間。「障害者

的関係の形成

を特徴する行

に遅れはな

定のものの

(４９ペー

物を口から取

て送る電子

害者年」の

会保障 

教育と情報の

を計画的に

者に関する世

成の困難さ、

行動の障害で

ないが、聞く

習得と使用

ージ)

取り込んで

子メールの

テーマ。(

(３)日常生

の提供 (5

達成するた

世界行動計

、言葉の発達

である自閉症

く、話す、

用に著しい

で咽頭・食道

こと。受け

1)障害者の

生活への参

5)国際障害

ために定め

計画」ととも

達の遅れ、

症のうち、

読む、書く

困難を示す

道・胃へ送

け取ったメ

の身体的、

参加の促進

害者年の目

めた 1983

もに議決採

興味や関心

知的発達の

く、計算す

す様々な状

 

送

進 

3

採

心

の

す

状



  
 

 

【さ

○佐

 障

の障

市政

２年

○佐

 社

事

活

に

○佐

 障

域

業

○佐

障

社

の

○手

聴

の

○自

脳

コ

ど

○障

1

第

等

提

 

さ行】 

佐倉市障害

障害者基本

障害のある

政全般にわ

年度まで（

佐倉市地域

社会福祉法

事項、社会

活動への住

における共

佐倉市障害

障害者自立

域であり、

業の数値目

佐倉市自立

障害者自立支

社会生活を営

の体制につい

手話通訳 

聴覚に障害の

の手話を音声

自閉症 

脳の機能に何

コミュニケー

どの特徴があ

障害者に関

981 年の

第３７回国連

等化」の 3

提案された。

害者計画（内

本法第９条第

る人に係る部

わたる障害者

（第３次改訂

域福祉計画

法第１０７条

会福祉を目的

住民の参加の

共通理念を定

害福祉計画

立支援法第８

主に「生活

標を掲げる

立支援協議会

支援法第７

営むことが

いて協議を

のない方た

声の言葉に

何らかの障

ーションが

ある。 

する世界行

の国際障害者

連総会で採

つの概念

。 

内閣府所管

第３項に規

部門計画と

者施策の総

訂版） 

（厚生労働

条の規定に

的とする事

の促進に関

定め、横断

（厚生労働

８８条に規

活支援」分

る実施計画

会 

７７条第１項

ができるよう

を行う会議。

たちの音声の

に置き換える

障害を持つ発

がうまく取れ

行動計画 

者年の成果

採択された。

が整理され

管） 

規定された法

として位置づ

総合基本計画

働省所管）

により、福祉

事業の健全な

関する事項に

的な視点か

働省所管）

規定された法

分野を柱と

画。 

項の規定に

う、地域の

。 

の言葉を手

ることで互

発達障害の

れない、興

果をもとに検

。「障害者

れ、世界各

(５０ペー

法定計画。

づけられ、

画。計画期

祉サービス

な発達に関

について、

から地域福

法定計画。

し、障害福

により、障害

の障害福祉に

手話に置き換

互いの意思疎

の一つだと

興味や関心の

検討された

の予防」「

国が今後な

ージ)

佐倉市総

健康・福祉

期間は平成

スの適切な利

関する事項、

佐倉市の健

祉を推進し

佐倉市障

福祉サービ

害者等が自

に関する関

換え、聴覚

疎通を図る

いわれてい

の偏り、同

たガイドライ

リハビリテ

なすべき課

合計画「基

祉・雇用・教

20 年度か

利用の推進

、地域福祉

健康福祉分

していくた

害者計画の

スと地域生

立した日常

関係者が連携

に障害のあ

ること。 

いる。 

じことを繰

インで、1

テーション

課題について

基本構想」

教育など、

から平成２

進に関する

祉に関する

分野の計画

めの計画。

の一つの領

生活支援事

常生活又は

携し、支援

ある人たち

繰り返すな

982 年の

」「機会均

て具体的に

 

る

る

画

 

領

事

は

援

な

の

均

に



  
 

 

○障

就

【た行

 ○千

高

等

す

 ○注

年

行

【な行

○ノ

障

よ

【は行

○発達

自閉

障害

する

○発達

発達

達支

○ハー

外見

めに

○バリ

道路

人等

人に

 

 

 

障害者就業

就業支援及

行】 

千葉県福祉

高齢者や障害

等に参加でき

するための条

注意欠陥/多

年齢あるいは

行動の障害で

行】 

ノーマライ

障害者や高齢

ように生活

行】 

達障害 

閉症、アス

害その他こ

るものとし

達障害者支

達障害があ

支援」、「就

ートプラス

見からは障

に作られた

リアフリー

路や建築物

等が社会参

にとって日

業・生活支援

及び就業に伴

祉のまちづく

害のある人

きる社会を

条例。 

多動性障害

は発達に不

で、社会的

ゼーション

齢者など社

し、活動す

スペルガー症

これに類する

して政令で定

支援センター

ある人やその

就労支援」、

スマーク 

障害がわから

たマーク。主

 

物の入口の段

参加を困難に

日常生活の中

援センター

伴う生活に

くり条例 

人をはじめ、

をつくりあげ

害(AD/HD)

不釣り合いな

的な活動や学

ン 

社会的に不利

することが社

症候群その

る脳機能の

定めるもの

ー 

の家族が、

「普及啓発

らない「内

主に障害者

段差などの

にしている

中で存在す

ー 

に関する指導

、すべての

げるため、

 

な注意力、

学業の機能

利を受けや

社会の本来

の他の広汎性

の障害であっ

の(発達障害

地域で安心

発と研修」を

内部障害」の

者用の駐車場

の物理的なバ

る社会的、制

するあらゆる

(５１ペー

導・助言な

の人が安心し

安全かつ快

及び／又は

能に支障をき

やすい人々が

来あるべき姿

性発達障害

ってその症

害者支援法か

心して生活

を行う機関

のある人に

場や電車の

バリア「障

制度的、心

る障壁を取

ージ)

どの生活支

して生活し

快適に利用

は衝動性、

きたす。 

が、社会の

姿であると

害、学習障害

症状が通常低

から)。 

活できるよう

関。 

に対して、

の優先席など

障壁」だけ

心理的なバ

取り除くこと

支援を実施

し、自由に行

しやすい施

多動性を特

中で他の人

という考え方

害、注意欠

低年齢にお

うに「相談支

周囲の理解

どに掲示さ

でなく、障

リアも含め

と。 

施する機関。

行動し、平

施設を整備

特徴とする

人々と同じ

方。 

欠陥多動性

おいて発現

支援」、「発

解を得るた

される。 

障害のある

め、全ての

 

 

平

備

る

じ

発

た

る

の



  
 

 

 

 

○プレ

視覚

ジタ

MP

○保護

障害

な条

た第

【や行

○ユニ

安全

室で

よう

○要約

聴覚

るこ

ある

【ら行

○ライ

障害

ステ

に、

 

 

 

 

 

 

 

 

レクストー

覚障害者の

タル録音図

P3CDが再

護雇用制度

害のために

条件のもと

第99号勧

行】 

ニバーサル

全に配慮し

で使用する

うに配慮し

約筆記 

覚障害者へ

こと。筆談

る。 

行】 

イフサポー

害のある児

テージごと

、正確な情

ク 

の情報保障の

図書の国際標

再生できる

度 

に、通常の一

とで提供され

勧告によって

ルデザイン 

した自働ドア

るインテリア

したデザイン

への情報保障

談要約筆記、

トファイル

児童の特徴や

とに係る機関

情報を伝える

のための録

標準規格D

。 

一般雇用の

れる雇用形

て定義づけ

ア、エレベ

アバー、絵

ン。 

障手段の一

、OHP要約

ル 

や、今まで

関が変わっ

るためのフ

録音・再生機

DAISYに適

の条件のも

形態。195

けられた。

ベーター、ホ

絵文字など、

一つで、話

約筆記、O

で関わった

ったり、初対

ファイル。

(５２ペー

機器及びソ

適合している

とでは雇用

5年に国際

ホームドア

、できるだ

している内

OHC要約筆

教育(療育

対面のボラ

ジ)

ソフトウエ

る。録音図書

用されない

際労働機構

ア、温水洗浄

だけ多くの人

内容を要約

筆記、パソ

)支援など

ランティア

ア。視覚障

書CDや、音

人々のため

構（ＩＬＯ）

浄便座、ト

人が利用可

し、文字と

コン要約筆

を記録して

等に児童を

障害者用デ

音楽CD、

めに、特別

が採択し

トイレや浴

可能になる

として伝え

筆記などが

て、ライフ

を預ける際

デ

し

が

際



  

２ 佐

 

(1)要

（設

第１条

祉計

者等

「懇

 

（所

第２条

（１）

（２）

 

（組

第３条

る。

 

（任

第４条

２ 委

 

（会

第５条

２ 会

３ 副

 

 

 

 

 

佐倉市障

綱 

設置） 

条 障害者

計画（以下

等の意見を聴

懇話会」と

所掌事務）

条 懇話会

）障害者計

）前号に掲

組織） 

条 懇話会

 

任期） 

条 委員の

委員が欠け

会長及び副

条 懇話会

会長は、会

副会長は、

障害者計画

佐倉市

者基本法（昭

「障害福祉

聴き、その

いう。）を

 

会は、次に掲

計画について

掲げるものの

会の委員は１

の任期は、委

たときの補

会長） 

会に会長及び

会務を総括し

会長を補佐

画策定懇話

市障害者計

昭和４５年

祉計画」と

の内容を反映

を置く。 

掲げる事務

て検討し、

のほか、懇

１５人以内

委嘱の日か

補欠委員の

び副会長各

し、懇話会

佐し、会長

話会及び策

計画策定懇話

 

年法律第８４

いう。）を

映させるた

務をつかさど

素案として

懇話会の設置

内で組織し、

から障害福祉

の任期は、前

各１人を置き

会を代表する

長に事故があ

(５３ペー

策定の経緯

話会設置要

４号）第９

策定するに

ため、佐倉市

どる。 

てまとめる

置目的を達

、別表に掲

祉計画が策

前任者の残

き、委員の

る。 

あるときは

ージ)

緯 

要綱 

９条の規定

に当たり、

市障害者計

ること。 

達成させるた

掲げる者に

策定される日

残任期間とす

の互選により

は、その職務

による佐倉

市民、社会

計画策定懇話

ために必要

ついて市長

日までとす

する。 

り定める。

務を代理す

倉市障害福

会福祉関係

話会（以下

要な事務 

長が委嘱す

する。 

 

する。 

 

福

係

下

す



  
 

（会

第６条

議長

２ 会

３ 懇

は資

 

（会

第７条

開し

２ 懇

 

（庶

第８条

 

（補

第９条

長が

 

  

１ こ

  

２ こ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議） 

条 懇話会

長となる。

会議は、委

懇話会は、

資料の提出

会議の公開

条 懇話会

しないこと

懇話会の会

庶務） 

条 懇話会

補則） 

条 この要

が懇話会に

附 則 

（施行期日

この要綱は

（この要綱

この要綱は

会の会議（以

 

委員の過半数

必要がある

出を求めるこ

） 

会の会議は、

が適当と認

会議は、会議

会の庶務は、

要綱に定める

諮って定め

） 

は、平成２１

綱の失効） 

は、障害者計

以下「会議

数の出席が

ると認める

ことができ

、公開とす

認める場合

議録を作成

福祉部障

るもののほ

める。 

１年４月１

計画が策定

議」という。

がなければ開

るときは、関

きる。 

する。ただ

合は、公開し

し、佐倉市

障害福祉課に

ほか、懇話会

日から施行

定された日を

(５４ペー

）は、必要

開くことが

関係する職

し、特定の

しないもの

市政資料室

において処

会の運営に

行する。 

をもって、

ージ)

要に応じ会

ができない。

職員に会議へ

の個人や法

のとする。 

室での閲覧

処理する。 

に関し必要な

その効力を

会長が招集し

 

への出席を

人の情報に

等により公

な事項は、

を失う。 

し、会長が

を求め、又

に関して公

公開する。

会 

 

が

又

公

 



  
 

別表 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験

社会福祉

医療関係

佐倉市社

ボランテ

民生委員

佐倉商工

教育関係

当事者の

0 雇用関係

 保健関係

2 公募によ

験者 

祉事業経営者

係者 

社会福祉協議

ティア団体関

員･児童委員

工会議所関係

係者 

の団体関係者

係機関の職

係機関の職

よる市民 

者及び従事

議会の職員

関係者 

員 

係者 

者 

職員 

職員 

事者 

員 

(５５ペーージ)  



  
 (2)策

 

表 佐

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

 
 
 
 

策定の経緯 

佐倉市障害

年 月 

２１年 ６

２１年 ８

２１年10

２１年10

２１年１２

２２年 ２

２２年 ４

２２年 7

２２年１０

害者計画策定

日 

６月２４日

８月２６日

0月 １日

～３１日

0月２８日

２月１６日

２月２４日

４月２８日

7月 7 日

０月２7日

定の経緯 

 

第 1回

・佐倉

・策定

 

第 2回

・アン

・障害

 

 
・アン

 

第３回

・障害

・課題

 

第４回

・アン

・課題

 

第５回

・アン

・課題

 

第６回

・課題

・ヒア

・障害

 
第７回

・障害

 

第８回

・障害

 

回策定懇話会

市障害者計

スケジュー

回策定懇話会

ケート調査

者計画(第

ケート調査

策定懇話会

者計画(第

の検討(関係

策定懇話会

ケート調査

の検討(関係

策定懇話会

ケート調査

の検討(関係

策定懇話会

の検討(関係

リング結果

者施策の基

策定懇話会

者計画の構

策定懇話会

者計画の提

(５６ペー

項  

会 

計画の概要

ール 

会 

査の概要 

３次改訂版

査の実施 

会 

３次改訂版

係者団体ヒ

会 

査の概要 

係者団体ヒ

会 

査の概要 

係者団体ヒ

会 

係者団体ヒ

果から見た

基本的な考

会 

構成 

会 

提言 

ージ)

目 

版)の進捗状

版)の進捗状

ヒアリング)

ヒアリング)

ヒアリング)

ヒアリング)

障害者のニ

え方 

状況 

状況 

) 

) 

) 

) 

ニーズ 

 



  
 

３ 佐

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

佐倉市障

【学識経験者

【社会福祉事

【医療関係者

【医療関係者

【社会福祉協

【ボランテ

【民生委員

【商工会議所

【教育関係者

【当事者の団

【当事者の団

【雇用関係機

【保健関係機

【公募による

【公募による

障害者計画

者】 城西

事業経営者

者】 印旛

者】 印旛

協議会】 

ィア団体関

・児童委員

所関係者】

者】 千葉

団体関係者

団体関係者

機関】 成

機関】 印

る市民】 

る市民】 

画策定懇話

カテ

国際大学大

及び従事者

市郡医師会

郡市歯科医

（福）佐倉

係者】 佐

協議会】

 佐倉商工

県立印旛特

】 佐倉市

】 佐倉市

田公共職業

旛健康福祉

話会委員名

テゴリ 

大学院 

者】 佐倉市

会佐倉地区

医師会佐倉地

倉市社会福祉

佐倉市ボラン

佐倉市民生

工会議所 

特別支援学校

市障がい者団

市障がい者団

業安定所 

祉センター

 

 

 

 

 

(５７ペー

名簿 

市社会福祉施

地区 

祉協議会 

ンティア連絡

生委員・児童

校 

団体連絡会

団体連絡会

ージ) 

施設協議会 

絡協議会 

童委員協議会

◎会長 

委

○藤城

大熊

志津

秀島

◎谷田

寺田

会 山本

網仲

齋藤

関 

稲垣

石毛

大根

向後

宮﨑

○副会長

委員名 

城 恒昭 

熊 ひろえ

津 雄一郎

島 潔 

田部 滿 

田 純子 

本 重一郎

仲 純子 

藤 正行 

次子 

垣 眞悦 

毛 宗一 

根田 肇 

後 宏行 

﨑 悟 

長 


